
  

「第 4期 南島原市地域福祉計画・南島原市地域福祉活動計画（素案）」への 

意見募集結果 

 

１．意見募集期間 

 

  令和８年２月２日(月)  ～ 令和８年３月３日（火） 

 

２．意見募集状況 

  １）応募者数 １件 

  ２）意見件数 ４件 

 

３．意見への対応区分とその件数 

 

対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの ２ 

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの １ 

C 既に記載済み・対応済みのもの ０ 

D 反映が困難なもの ０ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの １ 

 

４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 

 

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

P1 

計画策定の

背景と趣旨 

最後のパラグラフに「これま

での取り組みを評価し、．．．、

令和８年度から令和１２年

度までを計画期間とする「第

４期計画」を策定しました」

とありますが、評価結果が示

されていません。第４期の計

画は、これまで実施した取り

組みの評価結果を踏まえて

策定するべきものですので、

これまでに何を実施して、ど

ういう成果があったのか、反

省点は何かなどを明らかに

してください。 

ご意見ありがとうございます。 

これまでの取り組みについて評

価を実施するにあたり、分野横断

的で広範な取り組みを総合的に

評価する仕組みに課題がありま

した。改善を図るため全面的に見

直しを実施し、高齢、障がい、子

ども子育てといった分野ごとの

計画における評価や地域の実情

を踏まえ、第４期計画を策定した

ところです。 

実態に即し上記内容に修正のう

え記載いたします。 

なお、評価する仕組みの見直しに

より、本計画における取り組みの

A 



  

成果等については、明らかになる

ものと考えております。 

 

 

 

 

P46 

成年後見制

度について   

成年後見制度は多くの問題

をかかえており、国から言わ

れるままに推進するのでは

なく、成年後見制度の問題点

を市民に知ってもらい、家族

信託や任意後見制度等の成

年後見制度以外の制度を活

用することなども紹介する

べきではないですか？ 

成年後見制度の問題点に取

り組んでいる「後見制度と家

族の会」という団体もあり、

参考にされると良いと思い

ます。 

よく言われている成年後見

制度の問題点として、以下の

ようなものがあります。 

①専門職後見人（弁護士・司

法書士など）に対する報酬が

高額であり、年間数十万円を

支払い続けることになる。 

②見ず知らずの後見人が財

産管理の実権を握ってしま

い、後見人によって被後見人

の財産が使い込まれたと訴

えている人もいる。 

③後見が開始されてしまう

と解除が困難であり、本人の

状態が改善しても制度から

抜けさせてもらえず、報酬の

支払いを続けさせられ、財産

の管理権も戻ってこない。 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

まずは成年後見制度についての

基本的な周知を行った上で、家族

信託や任意後見制度等の紹介に

つなげたいと考えております。 

また、ご指摘いただきました３つ

の成年後見制度の問題点につき

ましては、本市において現在のと

ころ把握している事案はござい

ませんが、今後も適正な運用に努

めてまいります。 

B 



  

P47 

Ⅱ基本目標

及び市の取

り組みの目

標１ 

施策に「中核機関を中心とし

た地域支援ネットワークの

構築」とありますが、「中核

機関」の実態が不明なため、

これを明らかにしてくださ

い。「南島原市成年後見制度

利用促進に関する中核機関

事業実施要綱」には具体性の

無い事業内容と「事業は適切

な事業運営を確保できる者

に委託できる」ことくらいし

か書かれておらず、実態が不

明です。成年後見制度の不備

を使ったビジネスをしてい

る可能性もあるため、その中

核機関の実態は明らかにし

てください。 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

本市における「中核機関」につき

ましては、南島原市社会福祉協議

会（南島原成年後見センター）に

委託しております。 

中核機関の委託先について、追加

記載いたします。 

 

A 

P47 

Ⅱ基本目標

及び市の取

り組みの目

標３  

施策に「親族による申立てが

困難な場合に、市長による成

年後見人等の選任の申立て

を行う」とありますが、何を

もって「親族による申立てが

困難」と判断されるのかが不

明であり、親族が反対してい

るにも関わらず勝手に成年

後見人を付けられてしまう

危険性があります。実際に本

人や親族が反対しているに

もかかわらず、強制的に後見

人を付けられて通帳や印鑑

を取り上げられ、本人は連れ

去られて家族との面会も禁

止されてしまうという事例

もあるようです。 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

本市では、本人に関係する「意見

を聴くべき者」とされる方すべて

の人に確認を取った上で、慎重に

事務を進めているところです。 

しかしながら、全国的にはご指摘

の事例があることも認識してお

りますので、今後も適切な事務に

努めてまいります。 

 

 

E 

 


